
一

第
三

十

五
号
議
案
　
市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
三
十
五
号
議
案

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
六
年
二
月
二
十
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
六
の
項
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
法
」

と
い
う
。
）
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
、

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省
令
」
と
い
う
。
）
、
宅
地
造
成

及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
条
例
（
令
和
六
年
東
京
都
条
例
第　
　

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
法
の
施
行
の
た
め

の
規
則
」
に
、
「
も
の
。
」
を
「
も
の
」
に
改
め
、
同
項
イ
中
「
旧
法
第
八
条
第
一
項
」
を
「
法
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
宅
地
造
成
」
を
「
宅

地
造
成
等
」
に
、
「
許
可
及
び
」
を
「
許
可
、
」
に
改
め
、
「
付
加
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の

許
可
に
係
る
公
表
」
を
加
え
、
同
項
ロ
中
「
旧
法
第
十
条
第
二
項
」
を
「
法
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
許
可
又
は
」
を
「
許
可
証
の
交
付
又
は
」

に
改
め
、
同
項
ハ
中
「
旧
法
第
十
一
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ニ
中
「
旧
法
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
法
第
十
六
条
第
一

項
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
、
「
旧
法
第
八
条
第
三
項
」
を
「
法
第
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
付
加
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
工
事
の
計
画
の
変
更
の
許
可
に
係
る
公
表
」
を
加
え
、
同
項
ホ
中
「
旧
法
第
十
二
条
第
三
項
」
を
「
法
第
十
六
条
第
三
項
」
に
、

「
旧
法
第
十
条
第
二
項
」
を
「
法
第
十
四
条
第
二
項
」
に
、
「
許
可
又
は
」
を
「
許
可
証
の
交
付
又
は
」
に
改
め
、
同
項
ヘ
中
「
旧
法
第
十
二
条
第

三
項
」
を
「
法
第
十
六
条
第
三
項
」
に
、
「
旧
法
第
十
一
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
ト
中
「
旧
法
第
十
三
条
第
一
項
」
を
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二

「
法
第
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
検
査
及
び
」
を
「
検
査
、
」
に
改
め
、
「
交
付
」
の
下
に
「
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の
除
却
の
確
認

及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
済
証
の
交
付
」
を
加
え
、
同
項
ワ
中
「
旧
法
第
十
九
条
」
を
「
法
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
項
中
ワ
を
ヨ

と
し
、
同
項
ヲ
中
「
旧
法
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
ヲ
を
カ
と
し
、
同
項
ル
中
「
旧
法
第
十
七
条
」
を

「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、
「
改
善
命
令
等
」
を
「
改
善
命
令
」
に
改
め
、
同
項
中
ル
を
ワ
と
し
、
同
項
ヌ
中
「
旧
法
第
十
六
条

第
二
項
」
を
「
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
宅
地
造
成
」
を
「
宅
地
造
成
等
」
に
改
め
、
同
項
中
ヌ
を
ヲ
と
し
、
同
項
リ
中
「
旧
法
第
十
五

条
」
を
「
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
「
受
理
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
届
出
に
係

る
公
表
」
を
加
え
、
同
項
中
リ
を
ル
と
し
、
同
項
チ
中
「
旧
法
第
十
四
条
」
を
「
法
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
、
「
監
督
処
分
等
」

を
「
監
督
処
分
」
に
改
め
、
同
項
中
チ
を
ヌ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

チ　

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
に
係
る
工
事
完
了
の
検
査
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
中
間
検
査
合
格
証
の
交
付

　
　

リ　

法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
に
報
告
す
べ
き
定
期
の
報
告
書
の
受
理

　

第
二
条
の
表
六
の
項
ヨ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

タ　

省
令
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
発
行
及
び
交
付

　
　

レ　

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
の
通
知
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
受
理
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定

工
程
の
指
定
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
の
指
定
の
通
知

　
　

ソ　

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
盛
土
規
制
法
調
書
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
書
」
と
い
う
。
）
の
調
製
及
び
保
管
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
調
書
へ
の
登
録
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
書
の
閲
覧
及
び
写
し
の
交
付
に
関
す
る
事
務

　
　

ツ　

イ
か
ら
ソ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
係
る
事
務
の
う
ち
規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別
に
規
則
で
定
め
る
も
の

　

第
二
条
の
表
七
の
項
ロ
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
（
以
下
「
建
築
主
事
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
項
ハ
中
「
又
は
第

二
項
」
を
「
、
第
二
項
又
は
第
七
項
」
に
、
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
イ
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
又

は
第
七
項
」
に
、
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
、
同
表
九
の
項
中
「
八
王
子
市
」
の
下
に
「
及
び
町
田
市
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。



三

第
三

十

五
号
議
案
　
市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

九
の
二　

屋
外
広
告
物
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

町
田
市

　

イ　

法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
代
執
行

　

ロ　

法
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
除
却
そ
の
他
必
要
な
措
置
及
び
費
用
の
徴
収

　

ハ　

法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
は
り
紙
、
は
り
札
等
、
広
告
旗
又
は
立
看
板
等
の
除
却

　

ニ　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
屋
外
広
告
物
又
は
こ
れ
を
掲
出
す
る
物
件
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
広
告
物
等
」

と
い
う
。
）
の
保
管

　

ホ　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

　

ヘ　

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
等
の
価
額
の
評
価
、
売
却
及
び
売
却
代
金
の
保
管

　

ト　

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
広
告
物
等
の
廃
棄

　

チ　

法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
除
却
、
保
管
、
売
却
、
公
示
そ
の
他
の
措
置
に
要
し
た
費
用
の
請
求

　

第
二
条
の
表
十
の
項
中
「
又
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
又
は
第
七
項
」
に
、
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
、
同
表
十
一
の
項
、

十
二
の
項
、
十
四
の
項
及
び
十
五
の
項
中
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
、
同
表
二
十
九
の
四
の
項
中
「
指
導
」
を
「
援
助
」
に
改

め
、
同
表
三
十
三
の
項
ト
か
ら
ヌ
ま
で
の
規
定
中
「
国
分
寺
市
」
の
下
に
「
、
国
立
市
」
を
、
「
東
大
和
市
」
の
下
に
「
、
武
蔵
村
山
市
」
を
加
え

る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
六
の
項
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
宅
地
造
成
及
び
特
定

盛
土
等
規
制
法
施
行
条
例
（
令
和
六
年
東
京
都
条
例
第　
　

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
同
表
九
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
表
に
九
の
二
の
項
を
加

え
る
改
正
規
定
は
同
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
（
第
二
条
の
表
六
の
項
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
の
施
行
の
際
、
現
に
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ



四

と
と
さ
れ
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
本
文
の
許
可
（
改
正
法
附

則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
過
措
置
期
間
の
経
過
前
に
さ
れ
た
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第

二
項
の
許
可
を
含
む
。
）
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
当
該
許
可
に
係
る
宅
地
造
成
に
関
す
る
工
事
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正

前
の
市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
六
の
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
に
係
る
規
定
を
改
め
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


